
店頭デリバティブ取引約款新旧対照表 

新 旧 

第１条 

本約款は、お客様が株式会社 DMM.com 証券（以下、「当社」といい

ます。）との間で行う、店頭デリバティブ取引（DMM CFD-Index）

ならびに店頭商品デリバティブ取引（DMM CFD-Commodity での取

引）（以下「本取引」といいます。）に関する権利義務関係及び本

取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本

取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、お客様自

身の判断と責任において本取引を行うものとします。 

２ 当社に本口座を開設するに際し、金融商品取引法及び商品先物

取引法その他関係法令並びに日本証券業協会及び日本商品先物取

引協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾

し、これを証するため、別途、「本取引に関する確認書」を差し入

れる、または電子的方法により、その内容に同意するものとする。 

 

第２条 

お客様及び当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」及び「商

品先物取引法」その他の法令諸規則を遵守するものとし、本約款

に定めのない事項、又は本約款の解釈につき疑義が生じたときは、

双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。 

 

第３条～第４条 

第１条 

本約款は、お客様が株式会社 DMM.com 証券（以下、「当社」といい

ます。）との間で行う、店頭デリバティブ取引（DMM CFD-Index）

ならびに（DMM CFD-Commodity での取引）で（以下「本取引」とい

います。）に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利

用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約

款の各条項の内容を承諾し、お客様自身の判断と責任において本

取引を行うものとします。 

２ 当社に本口座を開設するに際し、金融商品取引法その他関係法

令および日本証券業協会の規則を遵守するとともに、次の各条に

掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途、「店頭デリバティ

ブ取引に関する確認書」を差し入れる、または電子的方法により、

その内容に同意するものとする。 

 

第２条 

お客様及び当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」その他の

法令諸規則を遵守するものとし、本約款に定めのない事項、又は

本約款の解釈につき疑義が生じたときは、双方誠意をもって協議

し、円満解決を図るものとします。 

 

第３条～第４条 



（現行通り） 

 

第５条 

お客様は、本約款に定める本取引を行うことを目的として、当社

所定の本書面及び契約締結前交付書面、その他当社の定める規則

等に同意の上、本人確認の手続等、当社所定の手続により本取引

口座（以下「本口座」という）の開設の申込を行なうものとしま

す。申込にあたって以下の各号の要件を満たしていることを必要

とします。 

 

 

 

第５条第２項～第８項 

（現行通り） 

 

第６条～第１８条 

（現行通り） 

 

第１９条  

当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法及び商品先物取引

法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて金融商

品取引業等に関する内閣府令若しくは商品先物取引法施行規則に

定める電磁的方法によって交付（以下「電子交付」といいます。）

（省略） 

 

第５条 

お客様は、本約款に定める店頭デリバティブ取引を行うことを目

的として、当社所定の「店頭デリバティブ取引（DMM CFD-Index DMM 

CFD-Commodity）約款」及び「店頭デリバティブ取引（DMM CFD-Index 

DMM CFD-Commodity）説明書（契約締結前交付書面）」、その他当社

の定める規則等に同意の上、本人確認の手続等、当社所定の手続

により店頭デリバティブ取引口座（以下「本口座」という）の開

設の申込を行なうものとします。申込にあたって以下の各号の要

件を満たしていることを必要とします。 

 

第５条第２項～第８項 

（省略） 

 

第６条～第１８条 

（省略） 

 

第１９条 

当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法に規定される各種

交付書面について、書面交付に代えて金融商品取引業等に関する

内閣府令（以下、「府令」といいます。）に定める電磁的方法によ

って交付（以下「電子交付」といいます。）することができるもの



することができるものとします。当社は、お客様が本契約の同意

をもって電子交付を承諾したものとし、次の各号の定めるところ

によって電子交付を行うものとします。 

 

（１）当社が契約しているデータセンターで運営されているホー

ムページ内の認証が必要とされる特定の画面等（以下「当社顧客

画面」といいます。）に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに

書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法。 

 

（２）当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに

同意に関する事項を記録する方法。 

 

第２０条～第２７条 

（現行通り） 

 

第２８条 （取引報告書及び受領証） 

当社は、金融商品取引法及び商品先物取引法に規定する書面につ

いて、次の各号の事由が生じた場合、お客様に対し交付するもの

とします。  

 

第２８条第１項１号～第２項 

（現行通り） 

 

とします。当社は、お客様が本契約の同意をもって電子交付を承

諾したものとし、次の各号の定めるところによって電子交付を行

うものとします。 

 

（１）当社が契約しているデータセンターで運営されているホー

ムページ内の認証が必要とされる特定の画面等（以下「当社顧客

画面」といいます。）に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに

書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法（府令第５

６条１項１号ハに規定される方法）。 

（２）当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに

同意に関する事項を記録する方法。 

 

第２０条～第２７条 

（省略） 

 

第２８条 （取引報告書及び受領証） 

当社は、金融商品取引法（以下、｢法｣といいます。）第３７条の４

及び第３７条の５に規定する書面について、次の各号の事由が生

じた場合、お客様に対し交付するものとします。  

 

第２８条第１項１号～第２項 

（省略） 

 



第２９条～第３５条 

（現行通り） 

 

平成２２年３月１日制定 

平成２２年４月１日改訂 

平成２２年８月１４日改訂 

平成２２年１２月２５日改訂 

平成２３年１月１日改訂 

 

第２９条～第３５条 

（省略） 

 

平成２２年３月１日制定 

平成２２年４月１日改訂 

平成２２年８月１４日改訂 

平成２２年１２月２５日改訂 

 

 


